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１ .管理計画認定制度とは  

 マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、一定

の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。  

 ※  令和４年４月に改正法が施行された「マンション管理適正化法」によ

り新たに創設された制度です。  

 

 

 

 

1.申請を行うために  

 管理計画の認定を受けるためには、三木市が定める認定基準である「管理

組合の運営」、「管理規約」、「管理組合の経理」、「長期修繕計画の作成及び見

直し」、「その他」について見直しを行う必要があります。  

 三木市については独自基準を設けず、国と同様としています。基準の見直

しについては「マンションの管理適正化の推進に関する法律第 5 条の 3 に基

づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」により見直しを

行い提出に必要な書類の準備を行う必要があります。  

 

⑴管理組合の運営  

認定基準  提出に必要な書類  必要に応じて提

出が必要な書類  

管理者等が定められていること  

・管理者等の選任することを決

議した集会（総会）の議事録の

写し  

 

※管理規約で別段の定めをした

場合は、管理規約の写し及びそ

の定めるところにより管理者が

選任されたことを証する書類

（理事会の議事録の写し等）  

 

 ・監事を置くことを決議した集  

マンション管理計画認定制度の手引き  
 

Ⅱ認定申請について  

Ⅰ管理計画認定制度の概要  
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監事が選任されていること  

会（総会）の議事録の写し  

 

※管理規約で別段の定めをした

場合は、管理規約の写し及びそ

の定めるところにより監事が選

任されたことを証する書類（理

事会の議事録の写し等）  

集会が年１回以上開催されている

こと  

・認定申請日の直近に開催され

た集会（総会）の議事録の写し  

・年 1 回集会（総会）

を 開 催 で き な か っ

た 場 合 の 措 置 が 図

ら れ た こ と が 確 認

できる書類  

 

⑵管理規約  

認定基準  提出に必要な書類  必要に応じて提

出が必要な書類  

管理規約が作成されていること  ・管理規約の写し  
 

マンションの適切な管理のため、

管理規約において災害等の緊急時

や管理上必要なときの専有部の立

ち入り、修繕等の履歴情報の管理

等について定められていること  

・管理規約の写し  

 

マンションの管理状況に係る情報

取得の円滑化のため、管理規約に

おいて、管理組合の財務・管理に

関する情報の書面交付（又は電磁

的方法による提供）について定め

られていること  

・管理規約の写し  

 

 

⑶管理組合の経理  

認定基準  提出に必要な書類  必要に応じて提

出が必要な書類  

管理費及び修繕積立金等について

明確に区分して経理が行われてい

ること  

・認定申請日の属する事業年度

の直前の事業年度の集会 (総会 )

において決議された管理組合の

貸借対照表及び収支計算書  

 

※当該直前の事業年度がない場
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合には、申請日を含む事業年度

における集会 (総会 )において決

議された収支予算書  

修繕積立金会計から他の会計へ充

当がされていないこと  

・認定申請日の属する事業年度

の直前の事業年度の集会 (総会 )

において決議された管理組合の

貸借対照表及び収支計算書  

 

※当該直前の事業年度がない場

合には、申請日を含む事業年度

における集会 (総会 )において決

議された収支予算書  

 

直前の事業年度の終了の日時点に

おける修繕積立金の３ヶ月以上の

滞納額が全体の１割以内であるこ

と  

・当該直前の事業年度の各月に

おいて組合員が滞納している修

繕積立金の額を確認することが

できる書類  

・認定申請日の属する事業年度

の直前の事業年度の集会 (総会 )

において決議された管理組合の

貸借対照表及び収支計算書  

 

※当該直前の事業年度がない場

合には、申請日を含む事業年度

における集会 (総会 )において決

議された収支予算書  

 

 

⑷長期修繕計画の作成及び見直し等  

認定基準  提出に必要な書類  必要に応じて提

出が必要な書類  

長期修繕計画が「長期修繕計画標

準様式」に準拠し作成され、長期

修繕計画の内容及びこれに基づき

算定された修繕積立金額について

集会 (総会 )にて決議されているこ

と  

・長期修繕計画の写し  

・当該長期修繕計画の作成又は

変更を決議した集会 (総会 )の議

事録の写し  

 

※管理規約で別段の定めをした

場合は、管理規約の写し及びそ

の定めるところにより当該長期

修繕計画を作成し、又は変更し

たことを証する書類  
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長期修繕計画の作成又は見直しが

７年以内に行われていること  

・長期修繕計画の作成又は変更

を決議した総会の議事録の写し  

 

長期修繕計画の実行性を確保する

ため、計画期間が３０年以上で、

かつ、残存期間内に大規模修繕工

事が２回以上含まれるように設定

されていること  

・長期修繕計画の写し  

・マンションの除却

そ の 他 の 措 置 の 実

施 が 予 定 さ れ て い

る場合は、その実施

時 期 が 議 決 さ れ た

集 会 (総 会 )の 議 事

録の写し等  

長期修繕計画において将来の一時

的な修繕積立金の徴収を予定して

いないこと  

・長期修繕計画の写し  

 

長期修繕計画の計画期間全体での

修繕積立金の総額から算定された

修繕積立金の平均額が著しく低額

でないこと  

・長期修繕計画の写し  

修 繕 積 立 金 の ガ イ

ド ラ イ ン を 基 に 設

定 す る 水 準 を 下 回

る場合は、専門家に

よ る 修 繕 積 立 金 の

平 均 額 が 著 し く 低

額 で な い 旨 の 理 由

書  

長期修繕計画の計画期間の最終年

度において、借入金の残高のない

長期修繕計画となっていること  

・長期修繕計画の写し  

 

 

⑸その他  

認定基準  提出に必要な書類  必要に応じて提

出が必要な書類  

管理組合がマンションの区分所有

者等への平常時における連絡に加

え、災害等の緊急時に迅速な対応

を行うため、組合員名簿、居住者

名簿を備えているとともに、１年

に１回以上は内容の確認を行って

いること  

・組合員名簿（区分所有者名簿）

及び居住者名簿を備えるととも

に、年１回以上更新しているこ

とを確認することができる書類

（これらの名簿を備えるととも

に、年１回以上更新しているこ

とに関する表明保証書等）  

 

 

 

 

 

 

※国が定める認定基準に関するお問い合わせ先  

  (一社 )マンション管理士会連合会  マンション管理計画認定制度相談ダイヤル  

  ℡： 03-5801-0858 

  受付時間：１０時～１７時（土、日、祝日、年末年始を除く）  
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２ .認定申請を行うに当たっての総会での決議  

 認定申請にあたっては、その旨を総会（臨時総会を含む）で決議しておく

必要があります。  

 

３ .申請者について  

管理計画の認定を申請できるのは、原則としてマンションの管理組合の管

理者等（管理組合理事長等）です。  

※  管理者等とは「総会等で選任された管理者」、「管理組合法人の理事」

を指します。  

 

４ .申請の流れ（イメージ図）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ .申請の流れの解説  

 イメージ図に従って申請の流れを説明します。  

 ⑴  認定基準を満たすように管理規約、長期修繕計画、修繕積立金等を見

直す必要があります。また、管理計画の認定や管理規約の見直し等を総

会で決議する必要があります。  

⑵  ステップ 1（① ~④）については、総会での決議後、マンションの管理

組合の管理者等から公益財団法人マンション管理センターへの事前確

認申請をし、事前確認適合証の発行を受ける必要があります。  

⑶  ステップ 2（⑤）マンションの管理組合の管理者等が事前確認適合証

を添えて三木市に申請を行います。  

⑷  ステップ 2（⑥ ~⑦）三木市が管理計画を認定した場合、認定通知書で

通知します。  

⑸  管理計画認定制度については紙での申請又は管理計画認定支援シス

テムによるオンライン申請も可能です。  

 

※  三木市マンション管理適正化推進計画ではマンション管理センターの

事前確認を必須としています。  

事前確認

②申請書類の事前確認依頼

④事前確認適合証の発行

認定申請
⑤認定申請

⑦認定通知書の発行

ス
テ
ッ

プ
1

ス
テ
ッ

プ
２

申請者（管理組合）

①認定申請決議

公益財団法人マンション管理センター

（管理計画認定手続支援システム）

マンション管理士

③認定基準に適合しているか確認

申請者（管理組合）
三木市

⑥確認

・

認
定

基

準

へ
の

適

合 
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６ .事前確認の方法について  

事前確認については三木市への認定申請の前に、（公財）マンション管理

センターの事前確認講習を受けたマンション管理士が、認定基準を満たして

いるか事前確認を行います。  

事前確認には、次の４つのパターンがあります。  

 

パターン①  管理組合が直接、マンション管理センターに依頼する場合  

問合せ先 :（公財）マンション管理センター  03-6261-1274 

パターン②  事前確認講習を修了したマンション管理士に依頼する場合  

（注）申請マンションの区分所有者及び管理委託先の担当者であ

るマンション管理士は、当該マンションの事前確認はできま

せんのでご注意ください。  

問合せ先 :（公財）マンション管理センター  03-6261-1274 

パターン③  管理会社等を経由して（一社）マンション管理業協会が提供する

「マンション管理適正評価制度」と併せて依頼する場合  

問合せ先 :（一社）マンション管理業協会  03-3500-2721 

※（一社）マンション管理業協会については管理計画認定支援シ

ステムから三木市へ添付書類が提供されないため、メール等で必

要な添付書類のデータが得られない場合は、紙での申請となりま

す。  

パターン④  （一社）日本マンション管理士会連合会を経由して、（一社）日

本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化

診断サービス」と併せて依頼する場合  

問合せ先 :（一社）日本マンション管理士会連合会  03-5801-0843 

※  事前確認審査料及び支払の方法などは、各問合せ先へご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前確認については、以下にお問い合わせください。  

（公財）マンション管理センター  企画部・管理計画認定手続支援サービ

ス係  

 ℡：０３－６２６１－１２７４  

 受付時間：９時３０分～１７時（土、日、祝日、年末年始を除く）  
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パターン①：管理組合が直接、マンション管理センターに依頼する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン②：事前確認講習を修了したマンション管理士に依頼する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンション管理士

マンション管理センター

（管理計画認定支援システム）

申請者（管理組合） 三木市

②事前確認依頼 ③確認完了

①システムで

事前確認申請

④「事前確認適合証」

発行
⑤認定申請

マンション管理士

マンション管理センター

（管理計画認定支援システム）

申請者（管理組合）

①事前確認依頼
②確認完了

③システムで

事前確認申請

④「事前確認適合証」

発行

⑤認定申請

三木市
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パターン③：管理会社等を経由して（一社）マンション管理業協会が提供す

る「マンション管理適正評価制度」と併せて依頼する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン④：（一社）日本マンション管理士会連合会が提供する「マンショ

ン管理適正化診断サービス」と併せて依頼する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンション管理士

マンション管理センター

（管理計画認定支援システム）

申請者（管理組合）

②事前確認依頼 ③確認完了

⑤システムで

事前確認申請

⑥「事前確認適合証」

発行

⑦認定申請

三木市

①申請依頼

管理委託先（管理会社等）

管理業協会

④登録

マンション管理士

マンション管理センター

（管理計画認定支援システム）

申請者（管理組合）

②事前確認依頼
③確認完了

⑤システムで

事前確認申請

⑥「事前確認適合証」

発行

⑦認定申請

三木市

管理委託先（管理会社等）

①診断依頼 ④結果通知
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７ .三木市への認定申請について  

認定申請は紙による申請又は公益財団法人マンション管理センターの管

理計画認定手続支援サービスからのオンライン申請も可能です。  

 

 ⑴認定申請には以下の書類が必要となります。  

  ・認定申請書（別記様式１号）  

  ・事前確認適合証の申請の際に提出した書類一式  

  ・事前確認適合証  

※  認定申請書については、公益財団法人マンション管理センターの管

理計画認定手続支援サービスで作成された申請書を印刷した認定申請

書でも申請可能です。  

 

 ⑵提出部数  

  提出書類は２部（正本１部・副本１部）  

※  管理計画認定手続支援サービスからのオンライン申請の場合は正本、

副本に分ける必要はありません。  

 

８ .認定通知書の交付  

認定通知書については窓口での交付となるため、認定後、三木市からマン

ションの管理者等に連絡があります。  

交付書類については、認定通知書及び認定申請時に提出された副本一式に

なります。  

※１  管理計画認定手続支援サービスからのオンライン申請の場合はシ

ステムから印刷した申請書類が副本として交付されます。  

※２  郵送で交付を希望される場合はレターパックを三木市へ提出して

ください。認定後、提出されたレターパックで認定通知書を送付しま

す。  

※３  管理計画認定手続支援サービスにより三木市が認定を行うと、申請

者にメールで認定完了メールが届きます。これによりシステムから認

定通知書（見本）がダウンロードできるようになりますが、正式な通

認定知書ではありませんのでご注意ください。  

 

９ .有効期間  

 ５年間有効です。  

 ※  有効期間の満了日までに認定更新の申請が必要です。  

 

10.手数料  

 三木市への認定申請に係る手数料は無料です。  

ただし、公益財団法人マンション管理センターが行う事前確認については
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手数料が必要です。詳しくは管理者等から公益財団法人マンション管理セン

ターに問い合わせてもらうか、ホームページで確認をしてください。  

 

11.認定マンションの公表  

 管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションのうち、認定を受

けた旨を公表することに同意しているマンションは公益財団法人マンショ

ン管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。  

 

 

 

 

 

１ .認定の更新  

認定の有効期間は認定を受けた日から５年間となるため、有効期間内に更

新の認定申請を行う必要があります。  

 三木市での更新の認定及び認定更新通知発行の事務時間を考慮して、１ヶ

月前には更新の認定申請を行う必要があります。  

※１  有効期限の満了日までに更新の認定申請があった場合は、有効期限満

了日後、認定更新通知が届くまでの間は当初申請の効力が有効となりま

す。  

※２  更新を行わなかった場合は効力を失い、認定が取り消されますのでご

注意ください。  

 

⑴認定の更新手続きについて  

  「Ⅱ認定申請について」の手順で認定の申請を行います。  

 

⑵認定更新申請の様式について  

当初申請とは様式が異なりますのでご注意ください。「マンションの管

理の適正化の推進に関する法律施行規則」にある「認定更新申請書（別記

様式第１号の３）」により申請をしてください。  

 

⑶窓口交付の場合  

更新の認定通知書類についても窓口での交付となるため、認定後、三木

市からマンションの管理者等に連絡があります。  

 

⑷郵送での交付  

郵送で交付を希望される場合はレターパックを三木市へ提出してくだ

さい。認定後、提出されたレターパックで認定通知書を送付します。  

 

 

Ⅲ認定後の更新・変更の手続きについて  
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２ .認定の内容変更について（軽微な変更を除く）  

認定後、提出した書類の内容に変更がある場合は、変更認定を受ける必要

があります。  

 

⑴変更認定申請の時期  

認定の有効期間内  

 

⑵必要書類  

  ・変更認定申請書（別記様式第１号の５）  

  ・当初の認定申請時の添付書類のうち変更に係るものが必要です。  

 

 ⑶提出部数  

  提出書類は２部（正本１部・副本１部）  

 

⑷変更認定の審査  

変更認定については公益財団法人マンション管理センターによる事前

確認が利用できないため、職員が国のガイドラインにより認定基準に適合

しているか確認を行います。  

 

⑸変更認定通知の交付  

認定審査により変更申請の内容が認定基準に適合している場合は、「変

更認定通知書」に変更申請時に提出された副本一式が添付され、窓口また

は郵送で交付されます。  

 

⑹マンション管理計画を認定しない旨の通知の交付  

変更認定申請の内容が管理計画に適合しない場合は三木市要綱の「マン

ション管理計画を認定しない旨の通知書」が窓口または郵送で交付されま

す。  

マンション管理計画を認定しない旨の通知書については通知書のみ通

知となり副本の返却はありません。  

 

⑺郵送での交付  

郵送で交付を希望される場合はレターパックを三木市へ提出してくだ

さい。  
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３ .軽微な変更について  

軽微な変更に該当する場合は変更認定申請については不要です。  

 

【軽微な変更に該当するもの】  

・長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更

であって、計画期間又は修繕資金計画（長期修繕計画に定められたマンシ

ョンの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金

計画をいう。）の変更を伴わないもの。  

・長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画（長期修繕計画に定められたマ

ンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した

資金計画をいう。）の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼ

すおそれのないもの  

２  ２以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変

更（認定、変更の認定、認定の更新があった際に管理者等であった者の全

てが管理者等でなくなる場合を除く。）  

３  監事の変更  

４  規約の変更であって、監事の職務及び第１条の５第４号に掲げる事項の

変更を伴わないもの  

 

 

 

 

１ .申請の取り下げ  

 認定申請、認定の更新申請、変更認定申請した管理者等は、三木市から認

定を受ける前に申請を取り下げる場合は、「マンション管理計画の認定申請

取り下げ書（三木市要綱様式第２号）」により届け出を行います。  

 

⑴取り下げの時期  

三木市が認定通知等を発送するまでに届け出てください。  

 

⑵取り下げ手続きの様式について  

  マンション管理計画の認定申請取り下げ書（三木市要綱様式第２号）に

より取り下げを行います。  

 

⑶提出部数  

  提出書類は２部（正本１部・副本１部）  

 

⑷取り下げの書類について  

  ・マンション管理計画の認定申請取り下げ書（副本）  

  ・取り下げの申請書類等（正本、副本）  

Ⅳ認定申請、認定の更新申請、変更認定申請の取り下げについて  
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  ・正本、副本の添付書類一式  

 

⑸郵送での交付  

郵送で交付を希望される場合はレターパックを三木市へ提出してくだ

さい。  

 

 

 

 

１ .認定管理者等からの認定の取りやめの申出  

 管理計画の認定を受けた認定管理者等は、認定を受けた管理計画に基づく

マンションの管理を取りやめる場合は届出が必要です。  

 

⑴申請の時期  

認定の有効期限内  

 

⑵必要書類  

  ・マンションの管理を取りやめる旨の申出書（三木市要綱様式第６号） 

  ・認定通知書及び変更認定通知書（変更認定を行っている場合）  

  ・認定申請書及び変更認定申請書（変更認定を行っている場合）  

  ・認定申請の添付書類一式及び変更認定申請を行っている場合はその添

付書類一式  

 

 ⑶提出部数  

  提出書類は２部（正本１部・副本１部）  

 

⑷認定取消通知書の送付  

管理計画の認定取消については窓口または郵送で「認定管理計画の認定

取消通知書」に「認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を

取りやめる旨の申出書の副本」を添えて通知を行います。  

 

⑸郵送での交付  

郵送で交付を希望される場合はレターパックを三木市へ提出してくだ

さい。  

 

 

 

 

 

 

Ⅴマンション管理計画認定の取りやめについて  
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【参考】管理計画認定制度の流れ  

〇認定基準の遵守（手引き P1~P4）  

・管理組合の運営  

・管理規約  

・管理組合の経理  

・長期修繕計画の作成及び見直し等  

・その他  

管理計画の認定を受けるために

管理規約や長期修繕計画の見直

しを行う場合は、総会までにマ

ンションの住民に対して事前の

説明を行い理解を得る必要があ

る。  

〇総会での決議（手引き P5）  

 認定申請にあたっては、その旨を総会で決議する必要がある。  

〇マンション管理センターによる管理計画の事前確認（手引き P5~P8）  

 管理者等が作成したマンション管理計画が市の基準に適合しているのか確認

を受け、（公財）マンション管理センターより事前確認適合証の発行を受ける。 

〇マンション管理計画の認定申請（手引き P9）  

 三木市へ認定申請に必要な書類を添えて申請を行う。  

〇認定通知書の交付（手引き P9）  

 三木市より窓口又は郵送で認定通知書の交付を受けます。  


